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１．（１）アジア各国実質ＧＤＰ成長率の推移
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（出所）各国統計、IMF資料等
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（出所）各国統計
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（２）アジア各国の輸出動向

アジア各国のＩＴ輸出動向
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輸出 (%)

対ｱｼﾞｱ 対中国 対日本 対米国 対ｱｼﾞｱ 対中国 対日本 対米国

アジア 32.9 4.6 11.6 20.4 33.4 8.6 11.0 21.4

中国 36.8 - 19.1 16.6 30.5 - 16.7 20.9

日本 40.1 4.9 - 27.5 34.0 6.3 - 30.0

合計 37.3 4.2 8.5 22.4 34.9 6.6 8.7 23.8

輸入

対ｱｼﾞｱ 対中国 対日本 対米国 対ｱｼﾞｱ 対中国 対日本 対米国

アジア 29.2 7.0 22.6 14.9 33.7 8.9 19.1 13.7

中国 25.4 - 22.0 12.2 35.1 - 18.4 9.9

日本 25.1 10.7 - 22.6 26.7 14.5 - 19.1

合計 30.6 7.3 16.5 16.7 35.9 9.0 14.0 14.6

アジア：韓国、シンガポール、香港、台湾、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン
合計：アジア＋中国＋日本

（出所） ＩＭＦ "Direction of Trade Statistics"
　　 　　 台湾については、財政部「中華民国・台湾地区 進出口貿易統計月報」

（３）アジアの域内貿易比率

1995年 2000年

1995年 2000年
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(4)投資収支対GDP比推移

　（出所）IMF "International Financial Statistics"

投資収支資産（純資本流出）
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（5）アジア各国の対外債務の動向

（出所）Joint BIS-IMF-OECD-World Bank Statistics on External Debt

銀行借入残高／外貨準備高（％）
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（6）アジア各国の為替推移（1992年2月～）
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（7）アジア各国の実質実効為替レート推移（1995年＝100）

-7-

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

1990年 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

　　中国

　　マレーシア

　　フィリピン

　　シンガポール

（出所）IMF "International Financial Statistics"

1994年1月、中国、管理フロート制へ移行 1998年9月、マレーシア、固定相場制へ移行
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２．（１）アジア各国の貯蓄率(Ｓ)・投資率(Ｉ)の推移 
 

（％、対 GDP 比） 

1980 年 1990 年 1995 年 2000 年 
 

Ｓ Ｉ Ｓ Ｉ Ｓ Ｉ Ｓ Ｉ 

タイ 23 29 34 41 36 43 31 23 

インドネシア 38 24 32 31 36 38 26 18 

マレーシア 33 30 34 32 37 41 47 26 

韓国 24 32 37 38 36 37 31 29 

フィリピン 24 29 18 24 15 23 24 18 

シンガポール 38 46 44 37 51 33 50 31 

中国 35 35 38 35 42 40 40 37 

香港 34 35 36 27 33 35 32 28 

台湾 33 34 29 23 27 25 25 23 

日本 31 32 34 33 31 29 28 26 

世界 24 25 24 24 21 23 23 22 

（出所）世界銀行 “World Development Indicators” 

台湾については、行政院主計処「国民経済動向統計季報」 

 

 



（2）間接金融と直接金融のバランス

　　（出所）IMF "International Financial Statistics"、世界銀行 "World Development Indicators"
　　【第15回専門部会 関雄太野村総合研究所上席研究員提出資料を基に作成】
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（３）銀行貸出、社債、株式市場のＧＤＰ比率 
 

（％） 

銀行貸出残高 社債残高 株式時価総額 
 

1997 年末 2000 年末 1997 年末 2000 年末 1997 年末 2000 年末 

タイ 121.1 85.9 4.0 10.2 15.3 24.1

インドネシア 60.8 20.9 2.5 1.7 13.5 17.5

マレーシア 102.8 94.6 16.5 41.1 95.1 130.4

韓国 64.8 87.6 19.9 25.6 15.7 32.5

フィリピン 56.6 39.9 n.a. n.a. 38.2 69.0

日本 110.9 109.3 10.5 12.9 52.9 65.2

米国 45.1 49.1 38.1 45.6 144.4 153.5

（注）フィリピンでは、社債の代わりに CP が発行されているので、社債残高はわずかと

言われている。 

（出所）IMF “International Financial Statistics”、世界銀行 “World Development Indicators”、 

各国統計 

 

 

（４）銀行貸出指数の推移 
 

（銀行貸出残高／ＧＤＰ） 

（注）97年 6月末時点の銀行貸出残高/GDPを 100。貸出残高にはAMCs移管分は含まれない。 

（出所）IMF “International Financial Statistics” 

 

 97/6 97/12 98/6 98/12 99/6 99/12 00/6 00/12 01/6 01/12 

タイ 100 117.6 116.0 111.3 110.0 105.1 94.1 83.4 74.9 71.9 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 100 116.4 132.7 101.8 44.4 38.8 35.8 40.1 n.a. n.a. 

ﾏﾚｰｼｱ 100 119.5 109.2 111.6 104.2 107.9 97.8 100.7 105.4 107.8 

韓国 100 111.3 115.7 123.2 125.0 136.6 139.1 150.5 153.4 164.1 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 100 114.7 101.3 97.0 84.3 85.1 77.4 80.8 72.0 72.0 



　　　　（出所）ADB "Corperate Governance and Finance in East Asia"(2000) 【第9回専門部会 勝委員提出資料を基に作成】
　　　　（注）インドネシアは1986-96、韓国は1982-95、マレーシアは1981-96、タイは1981-96、フィリピンは1992-96のデータ。

(５)非金融上場企業の資金調達手段
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（６）アジア各国の不良債権比率 

（不良債権／全貸出債権） 

 タイ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾏﾚｰｼｱ 韓国 

A.金融部門（ピーク時） 47.7%(99/5) 49.2%(98/12) 14.9%(98/11) 11.3%(99/6) 

B.金融部門（2001 年 12 月） 10.5% 12.1% 11.5% 4.9% 

B+AMC移管分(2001年12月) 24.9% 52.9% 17.4% 17.8% 

（出所）各国中央銀行資料、ARIC Indicators 
※ 不良債権－タイ、韓国：全金融機関における不良債権 

インドネシア、マレーシア：全銀行における不良債権 

 

 

（７）アジア地場商業銀行の自己資本比率 
 

 タイ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ﾏﾚｰｼｱ 韓国 

最低自己資本比率基準 8.5% 8% 10% 10% 

平均自己資本比率 13.8%(02/2) 7.6%(02/2) 12.3%(02/4) 10.8%(01/12) 

（出所）各国中央銀行資料、ARIC Indicators 
 

 

（８）アジア各国の商業銀行等の構成 

（危機前→直近） 

タイ(02/2) ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(01/12) ﾏﾚｰｼｱ(01/12) 韓国(01/12) 

地場商業銀行：15→13 

(民間 9うち外資系4, 

国営/国有化行 4) 

外銀：18 

ﾌｧｲﾅﾝｽｶﾝﾊﾟﾆ ：ー91→21 

民間商銀：160→80 

国有商銀：7→5 

地域開発銀：27→26 

外銀・合弁：43→48 

地場商業銀行：21→11 

外銀：14 

ｲｽﾗﾑ銀：2 

ﾌｧｲﾅﾝｽｶﾝﾊﾟﾆ ：ー38→11 

ﾏｰﾁｬﾝﾄﾊﾞﾝｸ：12→9 

銀行：26→16（都市銀

行：16→10(外資系5)、

地方銀行：10→6。う

ち国有化は 6行） 

外銀：43 

総合金融会社：30→3 

（出所）各国中央銀行資料等 

 

 

（９）銀行部門収益性 

（銀行部門の ROE 平均値、％） 

 1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 

タイ 14.0 8.5 ▲6.6 ▲42.5 ▲48.6 0.0 14.3 

ﾏﾚｰｼｱ 15.3 15.2 17.3 ▲3.0 3.2 11.0 n.a. 

韓国 4.6 4.2 ▲21.6 ▲78.4 ▲27.7 ▲12.9 n.a. 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 16.6 16.2 13.4 6.4 2.9 3.0 3.4 

（出所）ARIC Indicators 
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（10）企業所有の集中度 
 

集中度比率（％） 

 

最大の株主 
上位 5位までの

株主 

各年末 ｻﾝﾌﾟﾙ企業 

タイ 28.5 56.6 1997 全上場企業 

インドネシア 48.2 67.5 1997 全上場企業 

マレーシア 30.3 58.8 1998 全上場企業 

韓国 20.4 38.5 1998 
81 非金融上場

企業 

（出所）ADB “Corporate Governance and Finance In East Asia” (2000) 

【第９回専門部会 勝委員提出資料より抜粋】 

 

 

（11）財政収支の推移 
（対ＧＤＰ比、％） 

 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 

タイ 0.7 ▲1.8 ▲7.6 ▲11.2 ▲3.2 ▲2.1 

インドネシア 1.0 0.5 ▲1.7 ▲2.8 ▲1.6 ▲2.3 

マレーシア 0.7 2.4 ▲1.8 ▲3.2 ▲5.8 ▲6.7 

韓国 0.3 ▲1.5 ▲4.2 ▲2.7 1.1 1.3 

（出所）ADB “Asian Development Outlook 2002” 

 

 

（12）新興市場国の銀行部門（総資産）に占める外国資本の比率 

（％） 

 タイ マレーシア 韓国 

1994 年末 0.5 6.8 0.8 

1999 年末 5.6 11.5 4.3 

（注）外資出資比率 50％以上の銀行が対象。 

（出所）IMF “The Role of Foreign Banks in Emerging Markets” in “International Capital 
Markets”(2000) 

 



（13）外資系銀行のアジア向け与信残高

（注）Europe5とは、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、イギリス。
（出所）BIS International Banking Statistics
【第９回専門部会 山上委員提出資料を基に作成】
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（14）東南アジア諸国の金融構造の現状 

 

調達者 

 

調達先 

外資系企業 地場大企業 地場中小企業 

海 外 の 金

融･資本市

場 

外国銀行からの借入

れ、国際金融市場から

の調達 

一部の優良企業、公営

企業で株式上場･社債

発行あり 

 

       

国内の外国

銀行支店 

外国銀行支店からの

借入れ（企業の母国の

銀行との取引が中心、

アジア危機後に日系

企業では非邦銀へシ

フトの動きも） 

為替業務、外貨資金調

達、投資銀行業務など

に重点（国際業務を必

要とする大企業、優良

大企業のみ） 

 

 

       

国 内 の 債

券・株式市

場 

株式上場（アジア危機

後、上場･株式発行を

増加する動きも） 

株式上場（アジア危機

後は上場･発行とも低

調）、社債発行（アジ

ア危機後に銀行借入

れに代わって増加） 

 

 

       

地場銀行 現地通貨建資金の調

達、給料支払いなど限

定的（アジア危機後に

一部で地場資金調達

を増やす動きも） 

融資・預金・決済など

幅広く取引（アジア危

機後貸し渋りが発生） 

融資・預金・決済など

幅広く取引（アジア危

機後貸し渋りが深刻

に） 

その他 本社からの借入れ･出

資（外貨建資金のため

為替リスクが発生） 

親族･縁故からの調

達、グループ企業の内

部資本市場の利用 

親族・縁故・知人から

の調達、講などの未組

織金融の利用 

制度･政策

金融 

 

有り（外資系企業は制

度･政策金融の主たる

対象とされていない） 

有り（制度･政策金融

は長期的には整理縮

小傾向、アジア危機後

に利用が拡大） 

有り（制度･政策金融

の主たる対象。アジア

危機後に利用拡大） 

（注）主としてアセアン諸国の金融構造について特徴をまとめたもの 

（出所）第 15 回専門部会 奥田委員提出資料を基に作成 

 



（15）各国資金の期間構造

    　 （出所）各国中央銀行統計等
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インドネシア　定期預金残高の推移
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タイ　定期預金残高の推移
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　　（出所）各国中央銀行統計等
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シンガポール　対非銀行向け貸出残高の推移
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マレーシア　銀行貸出残高の推移

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

19
96
年
12
月

19
97
年
12
月

19
98
年
12
月

19
99
年
12
月

20
00
年
12
月

20
01
年
12
月

1年超

1年以内

（百万ﾘﾝｷﾞｯﾄ）



   　 （出所）各国中央銀行統計等
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フィリピン　銀行貸出残高の推移
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台湾　銀行貸出残高の推移
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（16）製造業事業所の規模分布（%）
　 　

従業者       構成比（％） 付加価値/粗生産額/ 従業者       構成比（％） 付加価値/粗生産額/
規模(人) 事業所数 従業者数 付加価値 粗生産額 従業者数 従業者数 規模(人) 事業所数 従業者数 付加価値 粗生産額 従業者数 従業者数
日本(1995) 韓国(1993)
1～9 73.3 16.8 7.9 5.5 0.278 0.176 1～9 79.7 19.0 8.4 6.7 0.244 0.176
10～49 21.3 26.7 18.4 16.5 0.411 0.330 10～49 16.7 27.3 17.5 17.2 0.354 0.312
50～99 3.0 12.4 10.8 10.6 0.516 0.455 50～99 2.1 11.4 9.7 9.9 0.470 0.433
100～499 2.1 24.0 29.1 29.6 0.722 0.660 100～499 1.3 19.7 23.5 24.1 0.657 0.605
500～ 0.3 20.1 33.8 37.7 1.000 1.000 500～ 0.2 22.5 40.9 45.4 1.000 1.000
台湾(1991) 香港(1995)
1～9 66.1 14.1 8.5 7.3 0.303 0.299 1～9 76.9 18.0 10.1 9.5 0.399 0.410
10～49 28.0 29.6 18.1 19.5 0.306 0.379 10～49 18.8 28.2 22.4 24.5 0.565 0.673
50～99 3.6 12.8 9.0 10.9 0.353 0.491 50～99 2.4 12.1 12.9 13.6 0.762 0.874
100～499 2.1 21.3 20.0 23.8 0.470 0.644 100～499 1.8 25.9 32.3 32.0 0.887 0.962
500～ 0.3 22.2 44.4 38.5 1.000 1.000 500～ 0.2 15.8 22.2 20.4 1.000 1.000
シンガポール(1988) マレーシア(1993)
5～9 35.2 3.3 1.1 0.9 0.291 0.241 1～9 55.9 4.1 1.8 1.3 0.383 0.289
10～49 46.7 15.4 9.6 9.9 0.568 0.562 10～49 25.6 10.9 7.6 6.9 0.607 0.573
50～99 7.7 9.2 7.6 7.7 0.755 0.735 50～99 7.9 10.5 8.4 9.5 0.693 0.823
100～499 8.2 27.7 32.7 30.6 1.072 0.968 100～499 8.7 32.4 33.6 35.5 0.901 0.991
500～ 2.2 44.4 49.0 50.8 1.000 1.000 500～ 1.9 42.1 48.6 46.7 1.000 1.000
（注１）日本については粗生産額ではなく、売上高。台湾については事業所ではなく企業についての統計。
（注２）付加価値/就業者数、粗生産額/就業者数については従業員数500人以上の事業所を1に設定。
（出所）慶応大学木村氏による各国統計からの再計算。
【第16回専門部会 浦田秀次郎早稲田大学教授提出資料より抜粋】
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（17）日本の対外株式投資残高の推移 
 

（兆円） 

（出所）日本銀行「証券投資等残高地域別統計」 

【第９回専門部会 竹内委員提出資料を基に作成】 

 

 

 

 

 1996年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 

対世界 18.0 20.6 24.2 29.2 30.1 30.0 

 うちアジア向け 2.5 1.1 0.8 1.3 1.0 1.1 

 アジア向け比率 14.1% 5.4% 3.1% 4.6% 3.2% 3.6% 



（18）アジアの債券市場
　
■国内債券市場
残高 （単位：US10億ドル）
暦年末 中国 香港 韓国 台湾 シンガポール タイ フィリピン インドネシア マレーシア 日本 アメリカ
1997 161.6 40.6 130.3 NA 15.4 NA NA NA 57.0 4,399.3 12,071.7
1998 228.4 40.3 240.1 NA 18.6 NA NA NA 61.9 5,178.1 13,124.6
1999 275.6 42.3 265.5 NA 24.7 NA NA NA 66.1 6,407.4 14,118.4
2000 325.2 43.2 269.4 NA 29.3 NA NA NA 76.5 6,088.8 14,571.6
2001 328.9 45.1 284.2 NA 34.7 NA NA NA 81.8 6,343.4 15,056.5

事業法人発行債券残高
暦年末 中国 香港 韓国 台湾 シンガポール タイ フィリピン インドネシア マレーシア 日本 アメリカ
1997 6.3 2.5 53.2 2.3 20.8 502.4 1,885.3
1998 8.2 3.6 101.9 NA 1.3 NA NA NA 24.4 680.1 2,082.5
1999 8.2 4.0 105.1 NA 3.5 NA NA NA 34.1 820.9 2,243.9
2000 8.2 4.9 106.3 NA 4.3 NA NA NA 42.3 775.4 2,378.8

2001(9) 8.2 5.1 111.0 NA 4.2 NA NA NA 44.3 753.7 2,446.8
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■国際債券市場　（発行体の居住地別）
残高 （単位：US10億ドル）
暦年末 中国 香港 韓国 台湾 シンガポール タイ フィリピン インドネシア マレーシア 日本 アメリカ
1997 14.9 23.0 49.2 5.5 3.2 11.9 8.1 6.4 11.9 155.7 608.8
1998 14.6 23.3 50.4 6.5 4.9 11.9 9.0 5.5 11.5 133.5 900.7
1999 14.2 29.2 47.4 6.2 7.2 13.2 12.6 3.3 13.6 125.0 1,371.9
2000 13.8 28.7 46.8 6.1 9.5 12.2 14.0 2.7 14.9 105.1 1,844.9

2001(6) 12.8 27.7 43.2 7.1 15.3 10.3 14.2 1.8 15.4 94.7 2,286.1

北東アジア 東南アジア アジア(Ex-Japan）計
1997 92.6 41.5 134.1
1998 94.8 42.8 137.6
1999 97.0 49.9 146.9
2000 95.4 53.3 148.7

（中、香、韓、台） (シ、タ、フ、イ、マ）

（出所）“International Banking and Financial Market Developments” (Bank for International Settlements)、
 【第15回専門部会 関雄太野村総合研究所上席研究員提出資料を基に作成】



（2002年3月現在）

為替制度 制度の概要 アンカー等 採用国・地域

ユーロ ｵｰｽﾄﾘｱ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ､ﾌﾗﾝｽ､ﾄﾞｲﾂ､ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ､ｲﾀﾘｱ､ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ､ｵﾗﾝﾀﾞ､ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ､ｽﾍﾟｲﾝ､ｷﾞﾘ
ｼｬ

12

ＷＡＥＭＵ（注1） ﾍﾞﾆﾝ､ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ､ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ､ｷﾞﾆｱﾋﾞｻｳ､ﾏﾘ､ﾆｼﾞｪｰﾙ､ｾﾈｶﾞﾙ､ﾄｰｺﾞ 8

ＥＣＣU（注2） ｱﾝﾃｨｸﾞｱ･ﾊﾞｰﾌﾞｰﾀﾞ､ﾄﾞﾐﾆｶ､ｸﾞﾚﾅﾀﾞ､ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾈｲﾋﾞｽ､ｾﾝﾄ･ﾙｼｱ､ｾﾝﾄ･ﾋﾞﾝｾﾝﾄ･ｸﾞﾚﾅﾃﾞｨﾝ諸島 6

CAEMC（注3） ｶﾒﾙｰﾝ､中央ｱﾌﾘｶ､ﾁｬﾄﾞ､ｺﾝｺﾞ､赤道ｷﾞﾆｱ､ｶﾞﾎﾞﾝ 6

その他の通貨 ｴｸｱﾄﾞﾙ､ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ､ｷﾘﾊﾞｽ､ﾏｰｼｬﾙ諸島､ﾐｸﾛﾈｼｱ､ﾊﾟﾗｵ､ﾊﾟﾅﾏ､ｻﾝﾏﾘﾉ 8

カレンシー･ボード
（Currency board arrangements）

特定の外貨と自国通貨を固定された為替
レートで交換することを外貨準備により厳格
に担保した通貨制度。

ﾎﾞｽﾆｱ･ﾍﾙﾂｪｺﾋﾞﾅ､ﾌﾞﾙﾈｲ､ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ､香港､ｼﾞﾌﾞﾁ､ｴｽﾄﾆｱ､ﾘﾄｱﾆｱ

単一通貨へのペッグ
ｱﾙﾊﾞ､ﾊﾞﾊﾏ､ﾊﾞｰﾚｰﾝ､ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｼｭ､ﾊﾞﾙﾊﾞﾄﾞｽ､ﾍﾞﾘｰｽﾞ､ﾌﾞｰﾀﾝ､ｶｰﾎﾞ･ﾍﾞﾙﾃﾞ､中国､ｺﾓﾛ､ｴﾘﾄﾘｱ､ｲﾗ
ﾝ､ﾖﾙﾀﾞﾝ､ﾚﾊﾞﾉﾝ､ﾚｿﾄ､ﾏｹﾄﾞﾆｱ､ﾏﾚｰｼｱ､ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ､ﾅﾐﾋﾞｱ､ﾈﾊﾟｰﾙ､ｱﾝﾁﾙ諸島､ｵﾏｰﾝ､ｶﾀｰﾙ､ｻｳｼﾞｱﾗ
ﾋﾞｱ､ｽﾜｼﾞﾗﾝﾄﾞ､ｼﾘｱ､ﾄﾙｸﾒﾆｽﾀﾝ､ｱﾗﾌﾞ首長国連邦､ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ

29

複数通貨のバスケット
へのペッグ

ﾎﾞﾂﾜﾅ､ﾌｨｼﾞｰ､ｸｳｪｰﾄ､ﾗﾄﾋﾞｱ､ﾘﾋﾞｱ､ﾏﾙﾀ､ﾓﾛｯｺ､ｻﾓｱ､ｾｲｼｪﾙ､ﾊﾞﾇｱﾂ 10

ＥＲＭⅡ(注4) ﾃﾞﾝﾏｰｸ(±2.25%) 1

-22- その他 ｷﾌﾟﾛｽ(±2.25%)､ｴｼﾞﾌﾟﾄ(±1%)､ｽﾘﾅﾑ(±9.1%)､ﾄﾝｶﾞ(±5%) 4

クローリング・ペッグ
（Crawling pegs）

事前に発表される固定レート、または選択的
な数量指標の変化に対応して、定期的に為
替レートの変動幅を微調整する制度。

ｺｽﾀﾘｶ､ﾆｶﾗｸﾞｱ､ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ｿﾛﾓﾝ諸島

クローリング・バンド内の為替制度
（Exchange rates within crawling bands）

事前に発表される固定レート、または選択的
な数量指標の変化に対応して、一定の変動
幅が維持されるよう定期的に調整する制
度。

ｲｽﾗｴﾙ(± 20%)､ﾎﾝﾃﾞｭﾗｽ(±7%)､ﾊﾝｶﾞﾘｰ(±15%)､ﾍﾞﾗﾙｰｼ(±5%)､ｳﾙｸﾞｱｲ(±3%)､ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ(±
7.5%)､ﾙｰﾏﾆｱ(unannounced)

為替レートの経路を事前に明示しない
管理フロート制

（Managed floating with no preannounced path
for exchange rate）

通貨当局が為替レートの経路を事前に明示
することなく、積極的に外為市場に介入して
為替レートの動きに影響を与える制度。

ｶﾞｰﾅ､ｷﾞﾆｱ､ｶﾞｲｱﾅ､ｼﾞｬﾏｲｶ､ﾓｰﾘｼｬｽ､ﾍﾟﾙｰ､ｻﾝﾄﾒ･ﾌﾟﾘﾝｼﾍﾟ､ｽﾛﾍﾞﾆｱ､ﾁｭﾆｼﾞｱ､ﾀｲ､ｱﾙﾒﾆｱ､ｲﾝﾄﾞﾈ
ｼｱ､ｲﾗｸ､ﾐｬﾝﾏｰ､ﾛｼｱ､ｽﾘﾗﾝｶ､ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺ､ﾍﾞﾄﾅﾑ､ﾕｰｺﾞｽﾗﾋﾞｱ､ｻﾞﾝﾋﾞｱ､ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ､ｶﾝﾎﾞｼﾞ
ｱ､ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ､ｹﾆｱ､ｷﾙｷﾞｽ､ﾓｰﾘﾀﾆｱ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾊﾟｷｽﾀﾝ､ﾙﾜﾝﾀﾞ､ｽｰﾀﾞﾝ､ｳｸﾗｲﾅ､ｱﾙｼﾞｪﾘｱ､ﾌﾞﾙﾝｼﾞ､
ｸﾛｱﾁｱ､ﾄﾞﾐﾆｶ､ｴﾁｵﾋﾟｱ､ｸﾞｱﾃﾏﾗ､ﾗｵｽ､ｲﾝﾄﾞ､ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､ｽﾛﾊﾞﾞｷｱ､ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ

独立フロート制
（Independently floating）

市場が為替レートを決定する制度。介入の
目的は為替相場の水準を確立することでは
なく、為替レートの過度の変動を防ぎ、適正
な水準にすることにある。

ｺﾛﾝﾋﾞｱ､ｶﾞﾝﾋﾞｱ､ﾏﾗｳィ､ﾓﾝｺﾞﾙ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ｼｴﾗﾚｵﾈ､ｲｴﾒﾝ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ｶﾅﾀﾞ､ﾁﾘ､ﾁｪｺ､ｱｲｽﾗﾝ
ﾄﾞ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ､ﾉﾙｳｪｰ､ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ､南ｱﾌﾘｶ､ｽｳｪｰﾃﾞﾝ､ｲｷﾞﾘｽ､ｱﾙﾊﾞﾆｱ､ｱﾝｺﾞﾗ､ｸﾞﾙｼﾞｱ､ﾊｲﾁ､韓国､
ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ､ﾒｷｼｺ､ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ､ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ､ﾊﾟﾌﾟｱ･ﾆｭｰｷﾞﾆｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ､ｳｶﾞﾝﾀﾞ､ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ､ｺﾝ
ｺﾞ､日本､ﾘﾍﾞﾘｱ､ｿﾏﾘｱ､ｽｲｽ､米国､ﾄﾙｺ､ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

（出所） International Financial Statistics(IMF)
（注1）　WAEMU:　West African Economic and Monetary Union
（注2）　ECCU:　Eastern Caribbean Currency Union
（注3）　CAEMC:　Central African Economic and Monetary Community
（注4）  ERMⅡ:　Exchange Rate Mechanism

３．（1）各国・地域における為替相場制度の概要

7

4

国･地域数

ホリゾンタル・バンド・ペッグ
（Pegged exchange rates within horizontal

bands）

 従来のペッグ制度
（Other conventional fixed peg arrangements）

他国の通貨が単一の法定通貨として流通し
たり、加盟する通貨同盟内で同一の法定通
貨が流通する制度。

別の法定通貨が流通する為替制度
（Exchange arrangements with no separate legal

tender）
40

7

主要国通貨または通貨バスケットに固定
レートで自国通貨をペッグさせる制度。目標
値から最大±１％という狭い範囲での変動を
認める制度。

5

39

主要国通貨または通貨バスケットに固定さ
れた為替レートで自国通貨をペッグさせる制
度。自国通貨が形式上も実際上も目標値の
±１％より大きな範囲での変動を認め、維持
するもの。

186　総計

43

41



（２）為替制度の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）第 11 回専門部会 小川委員提出資料より抜粋 
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（3）為替制度の推移
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（出所）IMF "International Financial Statistics" 【第11回専門部会 小川委員提出資料を基に作成】



（４）為替レジームと金融政策の類型 
金 融 政 策 フ レ ー ム ワ ー ク   

 

 
為替レートアンカー 

マネーサプライ・ 

ターゲット 

インフレ・ 

ターゲット 

ＩＭＦ支援下の 

金融政策プログラム 
その他 

他国の法貨が流通す

る為替ペッグ（４０） 

ＣＦＡフラン 

 西アフリカ通貨同盟(WAEMU) 

中央アフリカ通貨同盟(CAEMC) 

エクアドル等ドル化諸国 

東カリブ通貨同盟(ECCU) 

  エクアドル 等 ユーロ地域 

カレンシーボード

（７） 

香港 
エストニア 等 

 

  ブルガリア 等 

 

 

その他ペッグ制（事

実上のペッグ制を含

む）（３９） 

マレーシア 
サウジアラビア 等 

 

中国  ヨルダン 等  

ホリゾンタル・バン

ド・ペッグ（５） 

ＥＲＭⅡ（デンマーク）等 

 

    

クローリングペッグ

（４） 

ボリビア 等   ニカラグア 等  

クローリングバンド

内の為替システム

（７） 

イスラエル 等   ウルグアイ 等  

為替レートの経路を

事前に明示しない管

理フロート制（４３） 

 インドネシア 
スロヴァニア 等 

タイ インドネシア 
ベトナム 等 

シンガポール 
インド 等 

為 

替 

レ 

ジ 

ー 

ム 

独立フロート（４１）  フィリピン 等 韓国 
カナダ 等 

フィリピン 
トルコ 等 

日本 

アメリカ 

スイス 等 

（出所）IMF “International Financial Statistics”【第 11 回専門部会 勝委員提出資料を基に作成】 
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（2001 年 12 月現在）



（５）国際金融のトリレンマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国 

香港 
日本 

マレーシア 

タイ 

為替の安定 独立した金融政策 

自由な資本移動 通貨同盟 完全変動制 

全面的資本規制 

（出所）Frankel (1999)よりRIETI作成 【第 12 回専門部会 関志雄経済産業研究所上席研究員提出資料より抜粋】 
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（６）ＡＳＥＡＮ通貨取引規制に関連する最近の動き 
 

 

 規制の主な内容 規制導入時期 

タ   イ 

・ 居住者による非居住者へのバーツ建て信用供与

の制限（実需の裏付けがある場合を除き、１取

引相手当たり 5,000 万バーツまで） 

・ 非居住者のバーツ勘定がマイナス残高になるこ

と（非居住者のバーツの借入）を回避する旨の

通達 

・ オフショア銀行との為替取引の報告義務の強化 

・ オフショア市場でのバーツ取引における、取引

理由・目的についての報告義務 

1998 年 1 月 

 

 

2000 年 10 月 

 

 

2001 年 3 月 

2001 年 10 月 

インドネシア 

・ 居住者による非居住者への貸付禁止 

・ 非居住者間によるルピアの資金移動禁止 

・ 居住者による、非居住者への外貨売り為替先物

取引の限度額を、現行の 500 万米ドルから 300

万米ドルに減額 

2001 年 1 月 

マレーシア 

・ 固定為替相場制（1米ドル＝3.8 リンギ） 

・ 非居住者預金口座間の資金移動の原則禁止 

・ 非居住者預金口座への入出金制限 

・ 貿易取引通貨の制限（リンギ建て貿易決済は不

可） 

・ 株式譲渡益の送金課徴金制度撤廃 

・ マレーシアにおける非居住者の不動産取得に関

するリンギ建て信用供与の拡大（2001 年 4 月 25

日まで遡及実施） 

1998 年 9 月 

 

 

 

 

2001 年 5 月 

2001 年 7 月 

（出所）各国中央銀行資料等 

【第８回専門部会 山上委員提出資料を基に作成】 
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（７）ラテンアメリカ諸国の為替制度及びアジア各国との比較 
 

１．ラテンアメリカ諸国の為替制度の比較 

 
固定相場 
ﾄﾞﾙﾍﾟｯｸﾞ 

自由な資本
移動 

金融政策の
独立性 

備考 

ブラジル（94.7～99.1） 〇 〇* 〇 アンカー政策 
ブラジル（99.1～現在） × 〇 〇 変動相場制 
     
アルゼンチン（91.7～02.1） 〇 〇 × カレンシーボード 
アルゼンチン（02.1～現在） △ 〇 〇 二重為替相場 
     
チリ（91.6～98.9） 〇 × 〇 エンカヘ 
チリ（99.9～現在） × 〇 〇 変動相場 

*：一定の資本流入制限あり 

 

２．アジア各国との比較 

危機直前年 
タイ 
(1996) 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 
(1996) 

韓国 
(1996) 

メキシコ 
(1994) 

ブラジル 
(1998) 

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ 
(2001) 

チリ 
(1998) 

為替制度 ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾙﾍﾟｯｸﾞ ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾊﾞﾝﾄﾞ ﾄﾞﾙﾍﾟｯｸﾞ ﾊﾞﾝﾄﾞ 

過大評価 
94＝1.0 

0.90 0.91 1.001 
1.0(1990) 
0.71 

0.88 
1.0(1991) 
0.77(2000) 

0.847 

経常収支赤
字/GNP 

-8.26 -3.46 -4.44 -7.27 -4.48 
-3.25 
(2000) 

-5.66 

金融不安 直前 直前 直前 直前 95 年 95 年 
80 年代
初 

貸出/GDP 100.7 54.2 61.0 43.5 49.1 
24.5 
(1998) 

114.2 

短期債務比
率 

41.5 25.0 57.5 28.0 10.8 
21.3 
(1999) 

23.8 

短期債務の
内容 

銀行部門借
入 
企業部門
借入 
銀行部門
借入 

短期国債 
ﾃｿﾎﾞﾉｽ 

短期国債 
民間借入 

短期国債 
民間借入 

？ 

長期債務で
の政府債務
比率 

25.9 62.1 46.9 81.5 47.5 
75.5 
(1999) 

17.3 
 

外貨準備高
（＄億） 

50 194 342 64 439 
150 
(2001 末) 

157 

ブーム 資産ﾊﾞﾌﾞﾙ  投資ﾌﾞｰﾑ 消費ﾌﾞｰﾑ    

ＩＭＦの緊
急融資 

直後 
直後と 3
ヵ月後 

直後 2回 直後 直前 直前  

財政収支 2.3 1.4 0.2 -0.3 -8.0 
-2.0 
(2000) 

0.4 

 
（出所）第 14 回専門部会 西島章次神戸大学教授提出資料より作成 
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４．(１)チェンマイ・イニシアティブ概要と進捗状況 

 
 チェンマイ・イニシアティブ  
 
１．先般のアジア通貨危機のような事態を防止するため、東アジア（ASEAN＋3(日
中韓)）における金融協力の必要性について、これまで議論が行われてきた。 
 
1999 年 11 月 ASEAN＋３首脳会議（マニラ） 

          「東アジアにおける自助・支援メカニズムの強化」の必要性
に言及。 

 
     2000 年 5 月  ASEAN＋３蔵相会議（チェンマイ） 
           二国間スワップ取極（下注）のネットワークの構築等を内容

とする「チェンマイ・イニシアティブ」の表明。 
 

（注）通貨交換（スワップ）の形式によって、短期的な資金の融通
を行う取極。 

 
２．2002 年 5 月 10 日に開催された ASEAN+3 財務大臣会議(上海)の際に、我が国を
含む各国より二国間スワップ取極の締結及び交渉の状況が報告され、「チェンマ
イ・イニシアティブ」の具体化に大きな進展が見られていることが歓迎された。 
 
 進捗状況  
 

１．チェンマイ・イニシアティブに基づく二国間スワップ取極についての進捗状況
は以下の通り。 
 

(1) 韓国 
新宮澤構想の下でのスワップ取極（上限 50 億ドル）に加え、昨年 7 月 4
日、上限 20 億ドルのドル・ウォン間のスワップ取極を締結済。 

(2) タイ 
昨年 7月 30 日、上限 30 億ドルのドル・バーツ間のスワップ取極を締結済。 

(3) フィリピン 
昨年 8 月 27 日、上限 30 億ドルのドル・ペソ間のスワップ取極を締結済。 

(4) マレーシア 
新宮澤構想の下でのスワップ取極（上限 25 億ドル）に加え、昨年 10 月 5
日、上限 10 億ドルのドル・リンギ間のスワップ取極を締結済。 

(5) 中国 
本年 3月 28 日、上限 30 億ドル相当の円・元間のスワップ取極を締結済。 

 

２．上記以外にも、シンガポール及びインドネシアとの間で、スワップ取極につき
交渉を開始したところである。今後とも、チェンマイ・イニシアティブに基づく
二国間スワップ取極のネットワーク構築に向けて、関係各国との交渉を進めてい
く予定。 



 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

日 本 

中 国 

韓 国 

タ イ 

フィリピン 

シンガポール 

マレーシア 

インドネシア 

30 億ドル 

35 億ドル 

30 億ドル相当 

ASEAN スワップ協定 
10 億ドル 

70 億ドル 

注 
：締結済 
：現在交渉中 
：今後交渉予定 

20 億ドル 

 チェンマイ・イニシアティブに基づく通貨スワップ取極のネットワーク（概念図） 

30 億ドル 

（注1） 日韓、日マレーシアについては、新宮澤構想に基づく

スワップ取極を含む。 

（注2） 日中間は円・元間のスワップ取極。 

 

20 億ドル相当 

10 億ドル 
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（2）ASEAN+3財務大臣会議共同声明（仮訳） 
（2002年5月10日 中国・上海） 

 
序 
 
1.  我々、ASEAN、中国、日本及び韓国（ASEAN+3）の財務大臣は、上海にて会議を開催
し、最近の経済・金融情勢及び経済成長のモメンタムを持続するために参加各国が採
用している政策について意見交換を行った。また、チェンマイ・イニシアティブ、域
内政策対話の強化のための努力、資本フローの監視及び早期警戒システムを含む地域
金融協力の進展についてレビューし、議論を行った。 
 
2.  ミャンマー連邦のキン・マウン・テイン財政歳入大臣が会議の議長を務めた。 
 
最近の域内経済・金融情勢 
 
3.  我々は、参加各国における最近の経済情勢について意見交換を行い、2001 年には米
国における9月11日の事件により悪化した世界需要の弱さの結果として、地域経済の
成長が減速したことに留意した。外需の弱さの影響を軽減し、経済成長を持続するた
め、参加各国のほとんどが金融を緩和し、拡張的な財政措置を採った。また、経済の
減速にもかかわらず、参加各国は金融・企業部門の再構築及び構造改革における大き
な進展を継続した。 
 
4.  我々は、米国及び欧州において回復の兆しが本年初以来現れていることに留意した。
不確実性が残る一方、我々は、世界経済が本年徐々に回復すること、及び本年後半に
おいてその勢いが加速することを確信している。これに関連して、我々は、持続可能
な経済成長を促進するための適切な方策の重要性を強調した。我々は、構造改革、特
に規制・監督の枠組みの強化や、実施中の金融・企業部門の再構築を加速させるため
の方策を促進するために一層努力すべきである。 
 
東アジア金融協力の強化 
 
5.  域内金融取極に関し、我々は、チェンマイ・イニシアティブの具体化において大き
な進展が見られたことを喜ばしく思う。これまでに、日本・韓国、日本・タイ、日本・
フィリピン、日本・マレーシア、中国・タイ及び中国・日本の間で6 件、総額 170 億
米ドル相当の二国間通貨スワップ取極（BSA）が締結、署名された。中国・韓国及び韓
国・タイの間の 2 件の二国間通貨スワップ取極に係る交渉は既に進んだ段階にあり、
他方、韓国・マレーシア、韓国・フィリピン間においては二国間通貨スワップ取極に
ついては基本的合意に達している。その他、インドネシア・日本、日本・シンガポー
ル、中国・マレーシア及び中国・フィリピンの間の 4 件の二国間通貨スワップ取極に
係る交渉が開始されている。加えて、チェンマイ・イニシアティブに合わせて、日本・
韓国、日本・マレーシア間の既存のスワップ取極が総額75億ドルで更新された。 
 
6.  昨年５月以来、経済レビュー及び政策対話の有効性を強化するための枠組みと方法
を議論するため、財務省及び中銀の高級実務者による ASEAN+3 検討部会が 2 回開催さ
れた。その結果、財務大臣・中銀総裁代理が経済問題及び政策問題を議論するために
非公式に年1回会議を行うこととなった。我々は、2002年4月4日、ミャンマーにお
いて最初のこのような会議が開催されたことを歓迎した。我々は、域内の政策対話プ
ロセスを強化することに引き続き強い意志を有している。 
 



-32- 

7.  資本フローの監視について、我々は、7カ国（ブルネイ、インドネシア、日本、韓国、
フィリピン、タイ及びベトナム）が、短期資本フローデータの二国間交換に合意した
ことに留意した。我々は、日本・ASEAN金融技術支援基金が行うASEAN加盟国における
資本フロー監視システムの強化への貢献を歓迎した。短期資本フローの監視及び慎重
な管理を更に強化するために、本年１０月、北京において、短期資本フローに関する
高級事務レベルセミナーが開催される予定である。 
 
8.  我々は、ADBによる域内早期警戒システムの開発のための技術支援及び東アジアの経
済・金融情勢に関する定期的な最新情報の提供を高く評価しつつこれに留意した。我々
はこの取組みが早期に成功裡に終了し、ひな型が ASEAN+3 加盟国に配布されることを
期待している。 
 
9.  また、我々は、ASEAN+3各国の財務省及び中央銀行の実務者に対する「中国における
経済改革及び開発」の研修に対する中国の継続的な努力を高く評価した。 




